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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バイアルアセンブリであって、
　空洞、縁部を含む開放端部、及び閉鎖端部を有する管状本体であって、前記開放端部に
近接する内面にネジ山を有する管状本体と、
　前記管状本体の前記開放端部に結合されるように構成されたキャップであって、
　前記開放端部の前記縁部に当接するように構成された第１の部分、
　前記管状本体の前記内面の前記ネジ山の少なくとも一部に結合されるように構成された
ネジ切り部分、及び
　前記ネジ切り部分から突出して、前記管状本体の前記空洞内に延びる第２の部分を有す
るキャップと、
　を備え、
　前記管状本体が、管壁を有し、前記閉鎖端部に近接する前記管壁の少なくとも第１の部
分が、前記開放端部に近接する前記管壁の第２の部分の厚さより薄い厚さを有することを
特徴とするアセンブリ。
【請求項２】
　前記キャップが、回転によって、前記キャップの前記ネジ切り部分を前記管状本体の前
記内面の前記ネジ山に係合させ、前記管状本体の前記開放端部に結合されるように構成さ
れていることを特徴とする、請求項１記載のバイアルアセンブリ。
【請求項３】
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　前記管状本体が、ネジ山を備えた内面を有する第１の部分、及びネジ山を備えていない
内面を有する第２の部分を含むことを特徴とする、請求項１又は２記載のバイアルアセン
ブリ。
【請求項４】
　前記管状本体の前記第１の部分の直径が、前記管状本体の前記第２の部分の直径より大
きいことを特徴とする、請求項３項記載のバイアルアセンブリ。
【請求項５】
　前記ネジ山を有する前記管状本体の前記内面が、前記管状本体の前記開放端部から前記
閉鎖端部に延びていることを特徴とする、請求項１～４いずれか１項記載のバイアルアセ
ンブリ。
【請求項６】
　前記キャップの前記第１の部分が、前記開放端部の前記縁部の上方に延びる高さを有す
る上側部分を含み、前記上側部分がテクスチャ表面を有することを特徴とする、請求項１
～５いずれか１項記載のバイアルアセンブリ。
【請求項７】
　前記キャップの前記第１の部分が、前記管状本体の前記開放端部を封止するように構成
されていることを特徴とする、請求項１～６いずれか１項記載のバイアルアセンブリ。
【請求項８】
　前記キャップの前記第１の部分と前記管状本体の前記縁部との間に、封止部材を更に備
えたことを特徴とする、請求項１～７いずれか１項記載のバイアルアセンブリ。
【請求項９】
　前記キャップの前記ネジ切り部分が、ネジ切り外面を備えた中空円筒を有することを特
徴とする、請求項１～８いずれか１項記載のバイアルアセンブリ。
【請求項１０】
　前記キャップの前記第２の部分が、実質的に平坦な要素であって、厚さより大きい長さ
又は幅から選択される少なくとも１つの寸法を有する要素を備えたことを特徴とする、請
求項１～９いずれか１項記載のバイアルアセンブリ。
【請求項１１】
　前記キャップの前記第２の部分が、該部分の厚さにわたって延びる、少なくとも１つの
アパーチャを有することを特徴とする、請求項１０記載のバイアルアセンブリ。
【請求項１２】
　前記管状本体の前記閉鎖端部に近接する少なくとも２つのフランジを更に備え、該フラ
ンジが、内側にヒンジ回転して、前記管状本体の前記閉鎖端部に力を加えるように構成さ
れていることを特徴とする、請求項１～１１いずれか１項記載のバイアルアセンブリ。
【請求項１３】
　前記フランジが、前記管状本体の前記閉鎖端部に上方向の力を加えるように構成された
、少なくとも１つのガセットを更に有することを特徴とする、請求項１２記載のバイアル
アセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【関連技術の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１５年１１月１６日出願の米国仮特許出願第６２／２５５，６３３号の
米国特許法第１１９条に基づく優先権を主張するものであって、その内容に依拠し、参照
により全内容が本明細書に援用されるものである。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、概して、凍結保存装置に関し、より具体的には、凍結試料を調製及び保存す
るための極低温バイアルアセンブリ、及びかかるバイアルアセンブリから凍結試料を取り
出す方法に関するものである。
【背景技術】
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【０００３】
　細胞や組織等の生体試料は、多くの場合、その生存能力及び様々な用途の有用性を延長
するために凍結保存される。例えば、凍結保存方法は、生体試料を電解質及び／又は凍結
保護剤を含む水溶液に入れ、溶液の温度を凝固点より低くすることを含み得る。多くの場
合、生体試料は、バイアルに封入され、例えば、液体窒素に浸漬することによって凍結す
ることができる。汚染によって生体試料が科学研究やその他の用途に役立たなくなる可能
性があるため、充填、保管、及び回収段階において、試料の完全性を維持することが重要
であり得る。
【０００４】
　バイアルとキャップとの間の封止不良によるバイアルの漏れが、試料汚染の一因となり
得る。試料汚染は、バイアルから取り出す前の試料の解凍中にも生じ得る。例えば、多く
の場合、極低温バイアルを温浴又は加熱ブロックに入れ、試料を部分的又は完全に解凍し
て取り出しを容易にしている。しかし、この処理中に、液体の浸み込み及び／又は昇温に
よって、試料が汚染されるか、試料の生存率の一部が失われる可能性がある。バイアル壁
面における過度の加熱によって、試料が過度の応力を受け、試料が更に損傷する可能性が
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　試料を解凍せずに凍結状態で取り出すことによって、試料の汚染及び／又は損傷の危険
性を低減することができる。しかし、バイアル壁に対する試料の粘着及び／又は試料を把
持及び／又は試料に力を加えることができないため、バイアルから凍結ペレットを取り出
すことは困難であり得る。従って、凍結試料をより容易に放出することができる一方、試
料汚染を防止するための容認できる封止の完全性も維持するバイアルアセンブリを提供す
ることが有益である。また、バイアルからより容易に放出することができる凍結試料を調
製する方法、及び取り出す前に解凍を必要としない、バイアルから凍結試料を取り出す方
法を提供することも有益であろう。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、様々な実施の形態において、バイアルアセンブリであって、空洞、縁部を含
む開放端部、及び閉鎖端部を有する管状本体であって、開放端部に近接する内面にネジ山
を有する管状本体と、管状本体の開放端部に結合されるように構成されたキャップであっ
て、（ａ）開放端部の縁部に当接するように構成された第１の部分、（ｂ）管状本体の内
面のネジ山の少なくとも一部に結合されるように構成されたネジ切り部分、及び（ｃ）ネ
ジ切り部分から突出して、管状本体の空洞内に延びる第２の部分を有するキャップとを備
えたアセンブリに関連している。
【０００７】
　本明細書に更に開示するのは、バイアルアセンブリに凍結試料を調製及び保存する方法
であって、管状本体の空洞内に液体試料を導入するステップと、管状本体の開放端部にキ
ャップを係合させて封止バイアルアセンブリを形成するステップであって、キャップが管
状本体の開放端部の縁部に当接するように構成された第１の部分、管状本体の内面のネジ
山の少なくとも一部に結合されるように構成されたネジ切り部分、及びネジ切り部分から
突出して、管状本体の空洞内に延びる第２の部分を有し、キャップが管状本体の開放端部
に係合したとき、キャップの第２の部分が、少なくとも部分的に液体試料に浸漬される、
ステップと、封止バイアルアセンブリを凍結するステップとを備えた方法である。
【０００８】
　本明細書に更に開示するのは、管状本体及びキャップを備えたバイアルアセンブリから
、凍結試料を取り出す方法であって、バイアルアセンブリのキャップを回転させて、キャ
ップのネジ切り部分を管状本体の内面のネジ山から解放するステップであって、キャップ
を回転させることによって、凍結試料に直接接触しているキャップの第２の部分が、凍結
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試料を回転させ、凍結試料を管状本体の内面から少なくとも部分的に解放する、ステップ
と、キャップを取り外すステップと、凍結試料をバイアルアセンブリから取り出すステッ
プとを備えた方法である。
【０００９】
　本明細書に開示したバイアルアセンブリによって、ユーザーは事前に試料を解凍せずに
、バイアルから凍結試料を解放して取り出す能力を得ることができる。本明細書に開示の
バイアルアセンブリから凍結試料を取り出す方法は、一貫性及び／又は再現性を向上させ
ることができるため、ユーザーの時間の節約及び／又は試料の取り出し条件が異なること
、例えば、試料を解凍するための時間及び／又は温度が異なること等に起因する、試料間
のばらつきを低減することができる。しかし、本開示の様々な実施の形態による１つ以上
のかかる効果が存在しない場合があり得るが、かかる実施の形態も本開示の範囲に入るこ
とを意図することに留意されたい。
【００１０】
　本開示は、態様（１）において、バイアルアセンブリであって、空洞、縁部を含む開放
端部、及び閉鎖端部を有する管状本体であって、開放端部に近接する内面にネジ山を有す
る管状本体と、管状本体の開放端部に結合されるように構成されたキャップであって、開
放端部の縁部に当接するように構成された第１の部分、管状本体の内面のネジ山の少なく
とも一部に結合されるように構成されたネジ切り部分、及びネジ切り部分から突出して、
管状本体の空洞内に延びる第２の部分を有するキャップとを備えたバイアルアセンブリを
提供する。態様（２）において、本開示は、キャップが、回転によって、キャップのネジ
切り部分を管状本体の内面のネジ山に係合させ、管状本体の開放端部に結合されるように
構成されている、態様１に記載のバイアルアセンブリを提供する。態様（３）において、
本開示は、ネジ山を備えた内面を有する第１の部分、及びネジ山を備えていない内面を有
する第２の部分を含む管状本体を備えた、態様１又は２に記載のバイアルアセンブリを提
供する。態様（４）において、本開示は、管状本体の第１の部分の直径が、管状本体の第
２の部分の直径より大きい、態様１～３いずれか１つに記載のバイアルアセンブリを提供
する。態様（５）において、本開示は、ネジ山を有する管状本体の内面が、管状本体の開
放端部から閉鎖端部に延びている、態様１～４いずれか１つに記載のバイアルアセンブリ
を提供する。態様（６）において、本開示は、第１の部分が、開放端部の縁部の上方に延
びる高さを有する上側部分を含み、上側部分がテクスチャ表面を有する、態様１～５いず
れか１つに記載のバイアルアセンブリを提供する。態様（７）において、本開示は、第１
の部分が管状本体の開放端部を封止するように構成されている、態様１～６いずれか１つ
に記載のバイアルアセンブリを提供する。態様（８）において、本開示は、第１の部分と
管状本体の縁部との間に封止部材を更に備えた、態様１～７いずれか１つに記載のバイア
ルアセンブリを提供する。態様（９）において、本開示は、キャップのネジ切り部分が、
ネジ切り外面を備えた中空円筒を有する、態様１～８いずれか１つに記載のバイアルアセ
ンブリを提供する。態様（１０）において、本開示は、第２の部分が、実質的に平坦な要
素であって、厚さより大きい長さ又は幅から選択される少なくとも１つの寸法を有する要
素を備えた、態様１～９いずれか１つに記載のバイアルアセンブリを提供する。態様（１
１）において、本開示は、第２の部分が、第２の部分の厚さにわたって延びる、少なくと
も１つのアパーチャを有する、態様１０に記載のバイアルアセンブリを提供する。態様（
１２）において、本開示は、管状本体が、管壁を有し、閉鎖端部に近接する管壁の少なく
とも第１の部分が、開放端部に近接する管壁の第２の部分の厚さより薄い厚さを有する、
態様１～１１いずれか１つに記載のバイアルアセンブリを提供する。態様（１３）におい
て、本開示は、管状本体の閉鎖端部に近接する少なくとも２つのフランジを更に有し、フ
ランジが内側にヒンジ回転して管状本体の閉鎖端部に力を加えるように構成された、態様
１２に記載のバイアルアセンブリを提供する。態様（１４）において、本開示は、フラン
ジが、管状本体の閉鎖端部に上方向の力を加えるように構成された、少なくとも１つのガ
セットを更に有する、態様１３に記載のバイアルアセンブリを提供する。
【００１１】
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　更なる態様（１５）において、本開示は凍結試料を調製する方法であって、管状本体の
空洞内に液体試料を導入するステップと、管状本体の開放端部にキャップを係合させて、
封止バイアルアセンブリを形成するステップであって、キャップが管状本体の開放端部の
縁部に当接するように構成された第１の部分、管状本体の内面のネジ山の少なくとも一部
に結合されるように構成されたネジ切り部分、及びネジ切り部分から突出して、管状本体
の空洞内に延びる第２の部分を有し、キャップが管状本体の開放端部に係合したとき、キ
ャップの第２の部分が、少なくとも部分的に、液体試料に浸漬される、ステップと、封止
バイアルアセンブリを凍結するステップとを備えた方法を提供する。態様（１６）におい
て、本開示は、管状本体の開放端部にキャップを係合させるステップが、キャップを回転
させて、キャップのネジ切り部分を管状本体の内面のネジ山に係合させるステップを含む
、態様１５に記載の方法を提供する。態様（１７）において、本開示は、液体試料が生体
試料を含む、態様１５に記載の方法を提供する。態様（１８）において、本開示は、管状
本体及びキャップを備えたバイアルアセンブリから、凍結試料を取り出す方法であって、
バイアルアセンブリのキャップを回転させて、キャップのネジ切り部分を管状本体の内面
のネジ山から解放するステップであって、キャップを回転させることによって、凍結試料
に直接接触しているキャップの第２の部分が凍結試料を回転させ、凍結試料を管状本体の
内面から少なくとも部分的に解放する、ステップと、キャップを取り外すステップと、凍
結試料をバイアルアセンブリから取り出すステップとを備えた方法を提供する。態様（１
９）において、本開示は、管状本体の閉鎖端部の少なくとも一部に圧力を加えるステップ
であって、閉鎖端部が、圧力を加えると、少なくとも部分的に収縮するように構成された
、ステップを更に備えた、態様１８に記載の方法を提供する。態様（２０）において、本
開示は、管状本体の閉鎖端部の少なくとも一部に圧力を加えるステップが、閉鎖端部に近
接する２つ以上のフランジを押圧するステップを含む、態様１９に記載の方法を提供する
。態様（２１）において、本開示は、凍結試料がキャップの第２の部分に少なくとも部分
的に固着され、凍結試料を取り出すステップが、凍結試料を管状本体から取り出すのに十
分な距離、キャップを管状本体から引き出すステップを含む、態様１９に記載の方法を提
供する。態様（２２）において、本開示は、管状本体の内面のネジ山が、管状本体の開放
端部から閉鎖端部に延び、凍結試料を取り出すステップが、凍結試料を管状本体のネジ山
から解放するのに十分な回数キャップを回転させるステップを含む、態様１９に記載の方
法を提供する。
【００１２】
　本発明の更なる特徴及び効果は、これに続く詳細な説明に述べてあり、当業者にはその
記述から、一部は容易に明らかであり、これに続く詳細な説明、特許請求の範囲、及び添
付図面を含め、本明細書に記載の発明を実施することによって認識できるであろう。
【００１３】
　前述の概要説明及び以下の詳細な説明は、本開示の様々な実施の形態を示すものであっ
て、特許請求の範囲の本質及び特徴を理解するための概要、及び枠組みの提供を意図した
ものであることを理解されたい。添付図面は、更なる理解が得られることを意図して添付
したもので、本明細書に組み込まれ、その一部を構成するものである。図面は本開示の様
々な実施の形態を示すもので、その説明と併せ、本発明の原理及び作用の説明に役立つも
のである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　以下の詳細な説明は、以下の図面と併せて読むことによって、最もよく理解することが
できる。
【図１Ａ】本明細書に開示の実施の形態による、バイアルキャップの斜視図。
【図１Ｂ】本明細書に開示の実施の形態による、バイアルキャップの斜視図。
【図２】開示した様々な実施の形態による、バイアルアセンブリの断面図。
【図３】本明細書に開示の特定の実施の形態による、バイアルアセンブリの底部の断面図
。



(6) JP 6905522 B2 2021.7.21

10

20

30

40

50

【図４】明細書に開示の実施の形態による、バイアルアセンブリの斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　バイアルアセンブリ
　本明細書に開示するのは、バイアルアセンブリであって、空洞、縁部を有する含む開放
端部、及び閉鎖端部を有する管状本体であって、開放端部に近接する内面にネジ山を有す
る管状本体と、管状本体の開放端部に結合されるように構成されたキャップであって、（
ａ）開放端部の縁部に当接するように構成された第１の部分、（ｂ）管状本体の内面のネ
ジ山の少なくとも一部に結合されるように構成されたネジ切り部分、及び（ｃ）ネジ切り
部分から突出して、管状本体の空洞内に延びる第２の部分を有するキャップとを備えたア
センブリである。
【００１６】
　本開示の非限定的な実施の形態によるバイアルアセンブリの様々な態様を示す、図１～
４を参照して、本開示の実施の形態について説明する。以下の概要説明は特許請求した装
置の概要を提供することを意図するものであり、本開示を通し、本開示の文脈において相
互に交換可能である非限定的な実施の形態を参照して、様々な態様をより具体的に説明す
る。
【００１７】
　それぞれ、本開示の様々な実施の形態による、バイアルキャップの側面及び底部の斜視
図である、図１Ａ、１Ｂが示すように、バイアルアセンブリは、第１の部分１１０、ネジ
切り部分１２０、及び第２の部分１３０を有するキャップ１００を備えることができる。
キャップが嵌合又は結合されるように構成されたバイアルを参照して、キャップの様々な
態様について説明する。バイアルは、非限定的な実施の形態において、空洞、開放端部、
及び閉鎖端部を有する管状本体を備えることができ、詳細については図２を参照して後述
する。
【００１８】
　第１の部分１１０は、様々な実施の形態において、封止すべき管又はバイアルの開口部
を画成する縁部に当接するように構成することができる。管状本体の開口端部は、例えば
、実質的に円形状を有するアパーチャを備えることができる。第１のキャップ部分１１０
の直径は、一部の実施の形態において、アパーチャによって画成される縁部の直径に実質
的に等しくすることができる。かかる実施の形態によれば、キャップの第１の部分１１０
は、縁部の上部に位置して開口部を封止することができる。別の実施の形態において、第
１の部分１１０は、第１の部分が縁部を囲むように、例えば、バイアルの縁部にぴったり
と一致して開口部を封止するように、バイアルの開口部の直径より僅かに大きい直径を有
することができる。
【００１９】
　特定の実施の形態において、第１の部分１１０は、バイアルの縁部に接触するように構
成された底面１１６、及び上側部分１１２を有することができる。上側部分１１２は、１
つ以上のテクスチャ要素１１４を有する外面を備えることができる。例えば、外面の全部
又は一部をテクスチャ加工して、バイアルアセンブリを取り扱う際、閉じる際、及び／又
は開く際、より把持し易くすることができる。特定の実施の形態において、上側部分１１
２の外面をリブ加工することができる。更なる実施の形態によれば、上側部分１１２の外
面の部分をテクスチャ加工して、例えば、指を配置するための細長片又は把手等、１つ以
上のテクスチャ表面領域を設けることができる。
【００２０】
　キャップ１００のネジ切り部分１２０は、第１の部分１１０と連続していてよく、管状
本体の内面に嵌合又は結合することができる、少なくとも１つのネジ切り外面１２２を有
することができる。例えば、管状本体の内面の少なくとも一部が、キャップ１００のネジ
切り部分１２０の外面のネジ山に適合することができるネジ山を有することができる。本
明細書において、「ネジ切り」及び「ネジ山」、並びにその変形は、例えば、キャップを
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ねじ込むか又は回転させて、管状本体に取り付けるか又は取り外すことができる、一般に
上方又は下方の螺旋運動を画成する、隆起及び陥没を交互に繰り返す区域を意味すること
を意図している。従って、キャップを回転させるか又はねじ込むことによって、取り付け
及び／又は取り外しができるように、及び／又は回転運動によって締め付けるか又は緩め
ることができるように、キャップ１００のネジ切り部分１２０の少なくとも一部が、管状
本体の内表面に位置するネジ山の少なくとも一部に係合することができる。
【００２１】
　様々な実施の形態によれば、ネジ切り部分１２０は、開口部１２４を有する中空の実質
的に円筒の形状を有することができる。かかる開口部は、試料を保存するための更なる容
積をバイアルに与えることができ、例えば、ネジ切り部分の中空の内部容積の全部又は一
部を液体試料で満たすことができる。別の実施の形態（図示せず）において、ネジ切り部
分１２０は、中実の円筒形要素とすることができる。
【００２２】
　第２の部分は、キャップの第１の部分及び／又はネジ切り部分と連続していてよく、第
２の部分から、管状本体によって画成される空洞（試料が配置される）に、少なくとも部
分的に突出することができる。図１Ａ、１Ｂに示す中空ネジ切り部分の場合には、第２の
部分１３０は、第１の部分１１０の底面１１６に取り付けられ、中空ネジ切り部分１２０
を通して延び、ネジ切り部分からバイアルの空洞内に下方に突出することができる。中実
ネジ切り部分１２０の場合等、別の実施の形態において、第２の部分１３０は、ネジ切り
部分１２０に取り付けられ、ネジ切り部分からバイアルの空洞に突出することができる。
【００２３】
　非限定的な実施の形態によれば、第２の部分は任意の形状を有することができる。例え
ば、動作形状の例を幾つか挙げれば、平坦又は丸みを帯びた形状、直線又は湾曲形状、波
形状、直交形状、又は円錐形状であってよい。第２の部分は平滑面又は非平滑面を有する
ことができる。第２の部分の底部は平坦又は丸みを帯びていてよい。図１Ａ、１Ｂに示す
ように、第２の部分１３０は、正方形又は長方形等、実質的に平坦な形状を有することが
でき、その厚さより大きい長さ及び／又は幅を有することができる。勿論、丸みを帯びた
形状又は刃形等、別の形状及び構成も本開示の範囲に属するものと考える。様々な態様に
よれば、第２の部分は中実の要素であってよく、空洞に対し、試料を追加又は取り出すた
めの針又は他の導管等、空洞への導管として機能しなくてよい。更なる態様において、第
２の部分１３０は、例えば、凹又は凸でない、実質的に平坦又は平面であってよい。特定
の実施の形態において、第２の部分１３０は、ネジの頭のスロットに係合するマイナスド
ライバーと同様の方法で、凍結試料に係合することができる「キー」であると考えること
ができる。あるいは、例えば、第２の部分は、例えば、プラスドライバーのような「Ｘ」
形状、又は星形等、任意の三次元形状を有することができる。
【００２４】
　例えば、バイアルに液体を加えて、キャップ１００をねじ込んで取り付け、バイアルを
封止する場合、第２の部分１３０を空洞内の液体に少なくとも部分的に浸漬又は沈めるこ
とができる。凍結すると、試料は、雄／雌対等、例えば、嵌合した突起部と凹部等、第２
の部分を囲む補完的な形状を形成する。従って、凍結試料を取り出す際、キャップ１００
の回転運動によって、第２の部分１３０を凍結試料に係合させ、バイアル内の試料ペレッ
トを回転させることができる。
【００２５】
　非限定的な例として、第２の部分は、空洞の長さの少なくとも約２０％、少なくとも約
３０％、少なくとも約４０％、又は少なくとも約５０％、並びにこれ等の間のすべての範
囲及び部分範囲を含む、空洞の長さの少なくとも約１０％に等しい距離空洞内に延びるこ
とができる。第２の部分１３０が空洞内に更に突出又は延びることによって、第２の部分
１３０と凍結試料との係合を強化することができるが、長さが増加することによって、試
料の充填に利用可能な空洞内の容積が少なくなる結果にもなり得る。同様に、より厚い要
素は、構造的剛性を強化することができるが、同様に、空洞内のスペースを更に占める。
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第２の部分１３０の長さ、幅、及び／又は厚さを選択する際に、これ等の考慮事項に対し
重み付けをすることは、当業者の能力の範疇である。第２の部分の寸法に関する非限定的
な例は、約０．５ｃｍ～約２．５ｃｍ、約０．７５ｃｍ～約２ｃｍ、又は約１ｃｍ～約１
．５ｃｍ、並びにこれ等の間のすべての範囲及び部分範囲を含む、例えば、約０．２５ｃ
ｍ～約３ｃｍの長さ及び／又は幅を含むことができる。適切な厚さは、約０．１ｃｍ～約
０．２５ｃｍ、約０．１２５ｃｍ～約０．２ｃｍ、又は約０．１ｃｍ～約０．１５ｃｍ、
並びにこれ等の間のすべての範囲及び部分範囲を含む、例えば、約０．０５ｃｍ～約０．
３ｃｍの厚さを含むことができる。勿論、これ等の寸法は、所望に応じて、又は使用する
クライオチューブの寸法に応じて、適宜変更することができる。
【００２６】
　更なる実施の形態において、第２の部分１３０又は「キー」は、その厚さにわたる穴等
、１つ以上のアパーチャ又は開口部（図示せず）を有することができる。これ等の態様に
おいて、かかるアパーチャは、例えば、液体試料がアパーチャを満たし、凍結すると凝固
してアパーチャを占有し、第２の部分１３０と積極的に係合することができる等、更に凍
結ペレットに係合することができる。凍結試料とアパーチャとの更なる係合によって、ペ
レットがキャップに係合したままであり得るため、バイアルから試料を引き出す方法又は
取り出した後に試料を運ぶ方法が更に得られる。かかる実施の形態は、管から取り出す間
及び／又は管から取り出した後に、凍結試料が落下する危険性を低減することができる。
本明細書に開示のアパーチャは、例えば、バイアルアセンブリが閉鎖位置にあるとき、空
洞内にアクセスするアパーチャ又は開口部ではなく、アセンブリの封止に影響を及ぼさな
いことに留意されたい。また、アパーチャは針の導管又は他の類似のアパーチャ等、第２
の部分の長さにわたるアパーチャと区別することもできる。
【００２７】
　例示的なバイアルアセンブリの断面図である、図２に示すように、本明細書に開示の装
置は、開放端部２１０、閉鎖端部２２０、及び空洞２３０を有する管状本体又はバイアル
２００を備えることができる。開放端部２１０は、キャップ１００によって封止される開
口部を画成する縁部２１２を含むことができる。一部の実施の形態において、閉鎖位置に
おいて、キャップの第１の部分１１０の底面１１６が、縁部２１２に当接するように、縁
部２１２が底面１１６に係合することができる。必要に応じ、縁部２１２と底面１１６と
の間に封止部又は封止材２４０を備えて、封止の完全性を強化することができる。適切な
封止材の例を幾つか挙げれば、例えば、シリコン系ポリマー（例えば、ポリジメチルシロ
キサン）又はマルチブロックエラストマーアロイ（例えば、ＣＬ２２５０又はＨＣ ＭＴ
２２２等のＰｏｌｙＯｎｅ社のＶｅｒｓａｆｌｅｘ（商標）製品）等、熱可塑性エラスト
マー及び熱硬化性エラストマーが含まれる。一部の実施の形態において、縁部２１２の周
囲に封止リングを配置することができる。
【００２８】
　様々な態様によれば、空洞２３０は内面２３２を有することができる。内面２３２は、
管状本体２００の開放端部２１０に近接する、少なくとも１つのネジ切り部分２３４を含
むことができる。特定の非限定的な実施の形態（図２に示す）によれば、閉鎖端部２２０
まで延びる残りの内面は、非ネジ切り部分２３６を含むことができる。別の実施の形態に
おいて、図示省略しているが、ネジ切り部分２３４がより長い長さを有するか、又は空洞
２３０の内面２３２全体にネジ切りを施すことができる。更に別の態様において、空洞２
３０が、ネジ切り部分及び非ネジ切り部分を有する場合、ネジ切り部分２３４の直径は、
非ネジ切り部分２３６の直径より大きくてよい。例えば、ネジ切り部分の直径は、少なく
とも約１０％、１５％、２０％、又は２５％、並びにこれ等の間のすべての範囲及び部分
範囲を含む、例えば、非ネジ切り部分の直径より少なくとも約５％大きくてよい。
【００２９】
　かかる実施の形態は、バイアルからの凍結試料の取り出しをより容易にすることができ
る。連続的にネジ切りが施された内面の場合、ネジ山の溝に試料を凍結することができる
ため、凍結したペレットの表面に相補的なネジ山を形成することができ、それによって凍
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結試料を回転させてバイアルから取り出す機構を得ることができる。加えて、内面全体に
ネジ切りを施すことによって、非ネジ切り部分の直径に等しい直径を有する試料が、わず
かに狭いネジ切り部分を通過してバイアルを出る必要がないため、取り出し時における、
試料の「アンダーカット」又は閉塞に関連する潜在的な問題を回避することができる。別
の実施の形態において、空洞が非ネジ切り部分及びネジ切り部分であって、非ネジ切り部
分がネジ切り部分より小さい直径を有するように構成することによって、アンダーカット
を抑制又は回避することができる。例えば、非ネジ切り部分の直径は、ネジ切り部分の最
も広い点における外径、例えば、２つの窪んだねじ面間の距離以上ではなく、最も狭い点
におけるネジ切り部分の内径、例えば、２つの隆起したネジ面間の距離以下とすることが
できる。
【００３０】
　管状本体２００の閉鎖端部２２０を図３に示し、この断面図を参照して、更に詳細に説
明する。図３に示すように、閉鎖端部２２０は、他の形状も可能であり、本開示の範囲に
属すると考えるが、実質的に丸みを帯びた底部２２４を有することができる。閉鎖端部は
、管状本体の残りの部分と実質的に同様の特性、例えば、壁厚、剛性等を有することがで
きる。別の実施の形態において、また図３に示すように、閉鎖端部２２０は、バイアルか
ら凍結試料を解放するのを容易にするための１つ以上の機構を備えることができる。例え
ば、閉鎖端部２２０の様々な部分は、当該部分における展性を向上させるために、薄い壁
厚を有することができる。例えば、閉鎖端部２２０の上側部分２２２がバイアルの残りの
部分と実質的に一致する、より厚い側壁を有することができるのに対し、閉鎖端部の底部
領域２２４は薄い壁厚を有することができ、これによって、管のこの位置の屈曲、フレキ
シング、及び／又は挟み付けを容易にすることができ、管からの凍結試料の移動が促進さ
れる。例えば、閉鎖端部は、同時係属かつ共同所有の米国特許出願番号第６２２５５６２
７号明細書に記載されているものであってよい。
【００３１】
　一部の実施の形態において、バイアルアセンブリは、閉鎖端部２２０に近接する管状本
体２００に取り付けられた側壁又はフランジ２５０を更に備えることができる。フランジ
は、例えば、バイアルに支持台を提供する及び／又はバイアルをラック若しくは支持台に
保存する手段を提供する等、複数の機能を果たすことができる。加えて、フランジ２５０
は、力が加えられると、内側に屈曲して閉鎖端部２２０の底部２２４に圧力を加えるよう
に構成することができる。例えば、フランジ２５０をヒンジとして用い、閉鎖端部２２０
の底部２２４を挟み付けるか又はそれに衝突させることができる。
【００３２】
　管状本体２００及び／又はフランジ２５０に更に機構を付加して、バイアルから凍結試
料を移動する能力を向上させることができる。一部の実施の形態において、フランジ２５
０が、管状本体２００に取り付けられている点に近接する第２の位置２２６において、バ
イアルの壁を薄くすることができる。この位置の管壁を薄くすることによって、フランジ
２５０が内側にヒンジ回転する能力を向上させることができる。加えて、フランジ２５０
は、閉鎖端部２２０の底部２２４に加えられる力を増大させることができるガセット又は
内向突出部２５２を有することができる。ガセット２５２によって、フランジ２５０に加
えられた力をバイアルの底部に向け直し、例えば、バイアルの底部を押し込んでペレット
を移動させる上方向の力を生み出すことができる。
【００３３】
　図４は本開示の様々な態様によるバイアルアセンブリの外観斜視図である。閉鎖位置に
おいて、キャップ１００の第１の部分１１０が目に見え、この部分は、封止部２４０を介
し、管状本体２００の開放端部に係合している。キャップ１００のネジ切り部分及び第２
の部分は、管状本体２００の空洞内に位置しているため、閉鎖位置では目に見えない。管
状本体２００の閉鎖端部２２０は、必要に応じ、バイアルを立位させる及び／又はバイア
ルから凍結試料を解放するためのフランジ２５０を備えることができる。フランジ２５０
は、一部の実施の形態において、テクスチャ領域２５４を含むことができ、この領域を隆
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起させることによって、ユーザーが使用中に把持し易くする（例えば、指把手）及び／又
は収納ラック若しくはブロックに挿入し易くする、又は窪ませて標準の管ラックに収まる
ようにすることができる。
【００３４】
　管状本体及びそのキャップを含むバイアルアセンブリは、凍結保存用途に適した任意の
材料で製造することができる。非限定的な例示的な材料の例を幾つか挙げれば、例えば、
ポレオレフィン系合成物、及びポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリエス
テル、ポリカーボネート、ポリテトラフルオロエチレン等の熱可塑性ポリマー等のプラス
チックを挙げることができる。様々な実施の形態によれば、バイアルアセンブリの管状本
体及びキャップは同じ又は異なる材料を含むことができる。加えて、キャップは実質的に
剛性の材料を含むことができる一方、管は剛性又は可撓性材料を含むことができる。特定
の実施の形態において、管状本体は、十分に大きい厚さで開放端部に剛性をもたらすこと
ができるが、十分に小さい厚さで管の閉鎖端部に可撓性をもたらすことができる材料を含
むことができる。例えば、様々な実施の形態によれば、開放端部に近接する管状本体の壁
の厚さは、約０．０６ｃｍ～約０．１５ｃｍ、又は約０．０７５ｃｍ～約０．１２５ｃｍ
、並びにこれ等の間のすべての範囲及び部分範囲を含む、約０．０５ｃｍ～約０．２ｃｍ
とすることができるのに対し、閉鎖端部に近接する管状本体の壁の厚さは、約０．０３ｃ
ｍ～約０．０７５ｃｍ、約０．０４ｃｍ～約０．０７ｃｍ、又は約０．０５ｃｍ～約０．
０６ｃｍ、並びにこれ等の間のすべての範囲及び部分範囲を含む、約０．０２５ｃｍ～約
０．１ｃｍとすることができる。
【００３５】
　本明細書に開示のバイアルアセンブリには、例えば、取り扱いの容易性、熱伝達、及び
／又はバイアルの封止を向上させるための任意の機構を更に設けることができる。
【００３６】
　方法
　本明細書に開示の方法は、バイアルアセンブリに凍結試料を調製する方法、及びバイア
ルアセンブリから凍結試料を取り出す方法を含むことができる。凍結試料を調製及び／又
は保存する方法は、管状本体の空洞に液体試料を導入するステップ、管状本体の開放端部
にキャップを係合させて封止バイアルアセンブリを形成するステップであって、キャップ
が、管状本体の開放端部の縁部に当接するように構成された第１の部分、管状本体の内面
のネジ山の少なくとも一部に結合されるように構成されたネジ切り部分、及びネジ切り部
分から突出して、管状本体の空洞内に延びる第２の部分を有し、キャップが管状本体の開
放端部に係合したとき、キャップの第２の部分が、少なくとも部分的に液体試料に浸漬さ
れる、ステップと、封止バイアルアセンブリを凍結するステップとを備えることができる
。バイアルアセンブリから凍結試料を取り出す方法は、バイアルアセンブリのキャップを
回転させて、キャップのネジ切り部分を管状本体の内表面上のネジ山から解放するステッ
プであって、キャップを回転させることによって、凍結試料に直接接触しているキャップ
の第２の部分が凍結試料を回転させ、凍結試料を管状本体の内面から少なくとも部分的に
解放する、ステップと、キャップを取り外すステップと、凍結試料をバイアルアセンブリ
から取り出すステップとを備えることができる。勿論、試料を調製又は取り出す方法が、
バイアルアセンブリに関して説明した１つ以上の機構を採用又は利用できるように、バイ
アルアセンブリに関して本明細書に開示した機構が、本明細書に開示した方法にも同様に
適用されることを意図するものであることを理解されたい。
【００３７】
　様々な実施の形態によれば、例えば、細胞又は組織等の生体試料を含む凍結試料を、本
明細書に開示のバイアルアセンブリに導入することができる。例えば、所定量の液体試料
を管状本体の開放端部に注ぐことができる。次に、第２の部分のネジ山が管状本体の内面
のネジ山の少なくとも一部に係合するように、キャップを回転させることによって、管状
本体の開放端部にキャップを結合することができる。キャップの回転は、キャップが管状
本体にぴったりと嵌合するまで、例えば、キャップの底面が管状本体の縁部に当接するま
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で、又は縁部とキャップの上側部分との間に配置された封止材に当接するまで行うことが
できる。この「閉鎖」位置において、キャップの第２の部分は、液体試料を含む管状本体
の空洞内に延びることができる。
【００３８】
　液体試料は、様々な実施の形態において、閉鎖位置においてキャップの第２の部分に少
なくとも部分的に接触するのに十分な量を加えることができる。例えば、第２の部分を液
体試料に少なくとも部分的に浸漬することができ、例えば、第２の部分の少なくとも約１
０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、更には１０
０％等、第２の部分の少なくとも約５％を液体試料に浸漬することができる。特定の実施
の形態によれば、キャップのネジ切り部分は、中空円筒形を成すことができ、液体試料が
ネジ切り部分の内部容積を少なくとも部分的に占めることができる。
【００３９】
　バイアルアセンブリを閉鎖位置で封止すると、バイアルアセンブリ及びその中に含まれ
ている試料を、例えば、試料の凝固点より低い温度で凍結することができる。バイアルア
センブリは、例えば、液体が空洞底部の内面と接触するように、立位で凍結することがで
きる。バイアルアセンブリは、液体が空洞上側の内面及び／又はキャップの上側部分の底
面に接触するように、倒立位置で凍結することもできる。配向に関わらず、キャップの第
２の部分が、液体試料に少なくとも部分的に浸漬されるように、試料を凍結することがで
きる。このようにして凍結された試料は、キャップの第２の部分に対して相補的な形状を
成すことができる。
【００４０】
　バイアルアセンブリからの凍結試料の取り出しは、管状本体からキャップを取り外すこ
とによって達成することができる。キャップをねじる又は回転させることによって、キャ
ップの第２の部分を凍結試料に接触させ、管状本体内部で凍結試料を係合及び回転させる
ことができる。回転動作は、凍結試料を管状本体の内面から解放するのに役立ち、バイア
ルアセンブリからより容易に試料を押し出すことができる。更なる実施の形態において、
管状本体の内面は、開放端部から閉鎖端部まで延びるネジ山を有することができ、キャッ
プを繰り返し回転させて、バイアルから試料を「回し外す」、例えば、管状本体内におい
て、ネジ山から試料を解放することができる。この実施の形態において、キャップの第２
の部分は、ネジの頭のスロットに係合するスクリュードライバーと類似の役割を果たすこ
とができる。
【００４１】
　特定の実施の形態によれば、管状本体の閉鎖端部であって、一部の実施の形態において
、圧力が加えられると、少なくとも部分的に収縮するように構成することができる閉鎖部
に圧力を加えることによって、凍結試料を更に移動することができる。様々な実施の形態
によれば、閉鎖端部に近接する２つ以上のフランジを締め付けることによって、管状本体
の閉鎖端部を収縮させることができる。フランジは内側方向及び／又は上方向の力を管状
本体の底部に加えて、凍結試料をバイアルから押し出すことができる。これに代えて又は
加えて、キャップを用いてバイアルから凍結試料を引き出すことができる。例えば、キャ
ップの第２の部分が、内部に試料が凍結され、第２の部分が更に試料に係合する１つ以上
のアパーチャを備えることができる。キャップと凍結試料との固着によって、ユーザーは
、試料を完全に移動するのに十分な距離、キャップを管状本体から移動することによって
、バイアルから試料を引き出すことができる。
【００４２】
　開示された様々な実施の形態は、その特定の実施の形態に関連して説明した特定の特徴
、要素、又はステップを含むことができることが理解されるであろう。また１つの特定の
実施の形態に関連して説明されているが、特定の特徴、要素、又はステップは、様々な図
示しない組み合わせ又は置換において、他の実施の形態と交換又は組み合わせることがで
きることも理解されるであろう。
【００４３】
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　本明細書において、用語「ｔｈｅ」、「ａ」、又は「ａｎ」は、「少なくとも１つ」を
意味し、別に明記しない限り、「１つのみ」に限定されるものではないことを理解された
い。従って、例えば、「開口部」と言った場合、文脈上明らかに別の意味に解釈されない
限り、かかる「開口部」を２つ以上有する例を含む。
【００４４】
　本明細書において、範囲は「約」１つの特定の値から、及び／又は「約」別の特定の値
までと表現することができる。かかる範囲が示された場合、これ等の例は、１つの特定の
値から、及び／又は別の特定の値まで含んでいる。同様に、先行詞「約」を使用すること
によって、値が近似値として記述されている場合、特定の値が別の態様を形成することが
理解されるであろう。更に、範囲の各々の終点は、他方の終点に関連して、及び他方の終
点とは無関係に、有意であることが理解されるであろう。
【００４５】
　本明細書におけるすべての数値は、別に明記しない限り、記述されているか否かに関わ
らず、「約」を含むと解釈されたい。しかし、列挙した各数値は、「約」当該値として示
されているか否かに関わらず、正確な値も同様に考慮されていることも更に理解されたい
。従って、「１０ｍｍ未満の寸法」及び「約１０ｍｍ未満の寸法」のいずれも、「約１０
ｍｍ未満の寸法」及び「１０ｍｍ未満の寸法」の実施の形態を含んでいる
　別に明記しない限り、本明細書に記載のすべての方法は、そのステップを特定の順序で
実行する必要があると解釈されることを意図するものでは全くない。従って、方法クレー
ムが、そのステップが従うべき順序を記述していない場合、又はステップが特定の順序に
限定されると、特許請求の範囲若しくは明細書に具体的に記述されていない場合、如何な
る点においても、順序が推測されることを意図するものでは全くない。
【００４６】
　移行句「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ（含む、備える）」を用いて特定の実施形態の様々な特
徴、要素、又はステップを開示することができるが、移行句「ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ（か
ら成る」又は「ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ ｏｆ（から本質的に成る
」を用いて記述できるものを含む、別の実施の形態が暗示されているものと理解されたい
。従って、例えば、Ａ＋Ｂ＋Ｃを備えた方法に対する暗示された別の実施の形態は、Ａ＋
Ｂ＋Ｃから成る方法の実施の形態、及びＡ＋Ｂ＋Ｃから本質的に成る方法の実施の形態を
含んでいる。
【００４７】
　本開示の精神及び範囲を逸脱せずに、本開示の実施の形態に様々な改良及び変形が可能
であることは、当業者には明らかであろう。本開示の精神及び実体を包含する、本開示の
実施の形態の改良、組み合わせ、部分組み合わせ、及び変形が当業者に生じ得るため、本
開示は添付の特許請求の範囲及びその均等物に属するすべてのものを含むものと解釈され
るべきである。
【００４８】
　以下、本発明の好ましい実施形態を項分け記載する。
【００４９】
　実施形態１
　バイアルアセンブリであって、
　空洞、縁部を含む開放端部、及び閉鎖端部を有する管状本体であって、前記開放端部に
近接する内面にネジ山を有する管状本体と、
　前記管状本体の前記開放端部に結合されるように構成されたキャップであって、
　前記開放端部の前記縁部に当接するように構成された第１の部分、
　前記管状本体の前記内面の前記ネジ山の少なくとも一部に結合されるように構成された
ネジ切り部分、及び
　前記ネジ切り部分から突出して、前記管状本体の前記空洞内に延びる第２の部分を有す
るキャップと、
　を備えたアセンブリ。
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【００５０】
　実施形態２
　前記キャップが、回転によって、前記キャップの前記ネジ切り部分を前記管状本体の前
記内面の前記ネジ山に係合させ、前記管状本体の前記開放端部に結合されるように構成さ
れている、実施形態１記載のバイアルアセンブリ。
【００５１】
　実施形態３
　前記管状本体が、ネジ山を備えた内面を有する第１の部分、及びネジ山を備えていない
内面を有する第２の部分を含む、実施形態１記載のバイアルアセンブリ。
【００５２】
　実施形態４
　前記管状本体の前記第１の部分の直径が、前記管状本体の前記第２の部分の直径より大
きい、実施形態３に記載のバイアルアセンブリ。
【００５３】
　実施形態５
　前記ネジ山を有する前記管状本体の前記内面が、前記管状本体の前記開放端部から前記
閉鎖端部に延びている、実施形態１に記載のバイアルアセンブリ。
【００５４】
　実施形態６
　前記第１の部分が、前記開放端部の前記縁部の上方に延びる高さを有する上側部分を含
み、前記上側部分がテクスチャ表面を有する、実施形態１に記載のバイアルアセンブリ。
【００５５】
　実施形態７
　前記第１の部分が、前記管状本体の前記開放端部を封止するように構成されている、実
施形態１に記載のバイアルアセンブリ。
【００５６】
　実施形態８
　前記第１の部分と前記管状本体の前記縁部との間に、封止部材を更に備えた、実施形態
１に記載のバイアルアセンブリ。
【００５７】
　実施形態９
　前記キャップの前記ネジ切り部分が、ネジ切り外面を備えた中空円筒を有する、実施形
態１に記載のバイアルアセンブリ。
【００５８】
　実施形態１０
　前記第２の部分が、実質的に平坦な要素であって、厚さより大きい長さ又は幅から選択
される少なくとも１つの寸法を有する要素を備えた、実施形態１に記載のバイアルアセン
ブリ。
【００５９】
　実施形態１１
　前記第２の部分が、該部分の厚さにわたって延びる、少なくとも１つのアパーチャを有
する実施形態１０に記載のバイアルアセンブリ。
【００６０】
　実施形態１２
　前記管状本体が、管壁を有し、前記閉鎖端部に近接する前記管壁の少なくとも第１の部
分が、前記開放端部に近接する前記管壁の第２の部分の厚さより薄い厚さを有する、実施
形態１に記載のバイアルアセンブリ。
【００６１】
　実施形態１３
　前記管状本体の前記閉鎖端部に近接する少なくとも２つのフランジを更に有し、該フラ
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ンジが、内側にヒンジ回転して、前記管状本体の前記閉鎖端部に力を加えるように構成さ
れている、実施形態１２に記載のバイアルアセンブリ。
【００６２】
　実施形態１４
 前記フランジが、前記管状本体の前記閉鎖端部に上方向の力を加えるように構成された
、少なくとも１つのガセットを更に有する、実施形態１３に記載のバイアルアセンブリ。
【００６３】
　実施形態１５
　凍結試料を調製する方法であって、
　管状本体の空洞内に液体試料を導入するステップと、
　前記管状本体の開放端部にキャップを係合させて、封止バイアルアセンブリを形成する
ステップであって、前記キャップが
　前記管状本体の前記開放端部の縁部に当接するように構成された第１の部分、
　前記管状本体の内面のネジ山の少なくとも一部に結合されるように構成されたネジ切り
部分、及び
　前記ネジ切り部分から突出して、前記管状本体の前記空洞内に延びる第２の部分を有し
、
　前記キャップが前記管状本体の前記開放端部に係合したとき、前記キャップの前記第２
の部分が、少なくとも部分的に、前記液体試料に浸漬される、ステップと、
　前記封止バイアルアセンブリを凍結するステップと、
を備えた方法。
【００６４】
　実施形態１６
　前記管状本体の開放端部にキャップを係合させる前記ステップが、前記キャップを回転
させて、前記キャップの前記ネジ切り部分を、前記管状本体の前記内面の前記ネジ山に係
合させるステップを含む、実施例１５に記載の方法。
【００６５】
　実施形態１７
　前記液体試料が生体試料を含む、実施形態１５に記載の方法。
【００６６】
　実施形態１８
　管状本体及びキャップを備えたバイアルアセンブリから、凍結試料を取り出す方法であ
って、
　前記バイアルアセンブリの前記キャップを回転させて、前記キャップのネジ切り部分を
前記管状本体の内面のネジ山から解放するステップであって、
　前記キャップを回転させることによって、凍結試料に直接接触している前記キャップの
第２の部分が、前記凍結試料を回転させ、前記凍結試料を前記管状本体の前記内面から少
なくとも部分的に解放する、ステップと、
　前記キャップを取り外すステップと、
　前記凍結試料を前記バイアルアセンブリから取り出すステップと、
を備えた方法。
【００６７】
　実施形態１９
　前記管状本体の閉鎖端部の少なくとも一部に圧力を加えるステップであって、前記閉鎖
端部が、圧力を加えると、少なくとも部分的に収縮するように構成された、ステップを更
に備えた、実施形態１８に記載の方法。
【００６８】
　実施形態２０
　前記管状本体の閉鎖端部の少なくとも一部に圧力を加える前記ステップが、前記閉鎖端
部に近接する２つ以上のフランジを押圧するステップを含む、実施形態１９に記載の方法
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【００６９】
　実施形態２１
　前記凍結試料が、前記キャップの前記第２の部分に少なくとも部分的に固着され、前記
凍結試料を取り出す前記ステップが、前記凍結試料を前記管状本体から取り出すのに十分
な距離、前記キャップを前記管状本体から引き出すステップを含む、実施形態１９に記載
の方法。
【００７０】
　実施形態２２
　前記管状本体の前記内面の前記ネジ山が、前記管状本体の前記開放端部から前記閉鎖端
部に延び、前記凍結試料を取り出す前記ステップが、前記凍結試料を前記管状本体の前記
ネジ山から解放するのに十分な回数前記キャップを回転させるステップを含む、実施形態
１９に記載の方法。
【符号の説明】
【００７１】
　　１００　キャップ
　　１１０　第１の部分
　　１１２　上側部分
　　１１４　テクスチャ要素
　　１１６　第１の部分の底面
　　１２０　ネジ切り部分
　　１２２　ネジ切り外面
　　１２４　開口部
　　１３０　第２の部分
　　２００　管状本体（バイアル）
　　２１０　開放端部
　　２１２　縁部
　　２２０　閉鎖端部
　　２３０　空洞
　　２３２　空洞の内面
　　２３４　ネジ切り部分
　　２３６　非ネジ切り部分
　　２５０　フランジ
　　２５２　ガセット
　　２５４　テクスチャ領域
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